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NPO 等を対象とした、休眠預金(コロナ枠)緊急支援助成 等 
 

新型コロナウイルス対応 
支援制度説明会＆個別相談会 
 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

◆主催・お問い合わせ 

中国5 県休眠預金コンソーシアム鳥取県エリア担当 

公益財団法人とっとり県民活動活性化センター 

鳥取県倉吉市山根557-1 パープルタウン2 階 

電話：0858-24-6460 
（受付時間：平日10:00～18:00） 

 

日時：【第1 回】2020 年 8 月 18 日 (火) 10:30～12:00 

【第 2 回】2020 年 8 月 23 日 (日) 14:30～16:00 

 会場：オンラインによる開催 ※zoom を予定 

 内容：⑴ 休眠預金（コロナ枠）緊急支援助成の募集について 

    ⑵ NPO 等が活用できるコロナ関連の補助金、助成金について 

 対象：県内のNPO 法人、地域づくり団体、任意団体、企業、行政等 

 定員：各30 名  参加費：無料 

 
◆説明会の参加申込方法 申込先：info@tottori-katsu.net（担当：椿、松林） 

  メールに【①氏名 ②所属団体(任意) ③メールアドレス※ ④当日連絡のとれる電話番号】 

を記載の上、お申し込みください。オンラインでの参加が難しい方は別途ご連絡ください。 

※事前に、参加に必要なアドレスをお送りします 

 

日時：【第1 回】2020 年 8 月19 日（水） 10:00～18:00 

【第 2 回】2020 年 8 月23 日（日） 16:15～17:45 

１団体あたり、30 分程度 ※事前に申込（予約）をお願いします。 

会場：オンライン 又は 公益財団法人とっとり県民活動活性化センター事務所 

    ◆個別相談会の事前申込（予約）方法 

 申込先：info@tottori-katsu.net  又は 0858-24-6460 又は（担当：椿、松林） 

※上記の日時での参加が難しい方は、別日でも対応致しますので, 

お気軽にご相談ください。 

要予約 



休眠預金等活用法に基づく      ＜鳥取県エリア＞ 

新型コロナウイルス対応緊急支援助成 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ 助成金額：１団体あたり100～200 万円程度 ※上限500 万円 

■ 助成件数： 5～10 団体程度 ※助成金総額1,000 万円 

■ 公募期間：2020 年 8 月17 日（月）～ 9 月4 日(金) 17:00（必着） 

■ 実施期間：１年間 

１ 障がい者就労支援 

・障がい者の居場所や活動機会の提供 

・オンラインツールの導入 

・今だからこそできる、求人誌などの

新たな情報発信 

・働く機会の喪失、経済的困窮、 

孤立化の防止 

・制作物等の販路拡大やオンラ 

インショッピングの整備 等 

２ 高齢者支援 

・高齢者の日常生活の維持、孤立 

防止、買い物難民対策 

・健康増進、認知症予防 

・伝統技術の継承や体験活動など 

を通した高齢者の生きがいづく 

りの推進 

・保育やスポーツ関係者など 

とのオンライン連携 等 

３ 子ども・若者・家庭支援 

・子どもの遊び、自然・文化体験活動 

・フードバンクやこども食堂など子ども

の食の支援 

・子どもの学びや居場所づくりの支援 

・発達障がい児・者とその家族を支える

取組み 

・若者や女性の就労機会の提供支援 

・児童虐待やDVから家庭を守る活動 等 

４ 地域コミュニティ支援 

・オンラインツールの導入 

・民泊やゲストハウスなどの新たな

プログラム立案 

・新しい生活様式に沿った地域コミ

ュニティづくり 

・移住定住、交流人口、 

関係人口を増やすため 

の取組み 等 

＜ 鳥取県エリアの募集テーマ ＞ 

◆休眠預金等活用とは、 

「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」（休眠預金等活用法）に基づき、

2009 年１月１日以降の取引から 10 年以上、その後の取引のない預金等（休眠預金等）を、社会課題の解決や

民間公益活動の促進のために活用する制度が2019 年度から始まりました。 

このたびの「新型コロナウイルス対応緊急支援助成」は、新型コロナウイルスの感染拡大により、休眠預金等活

用制度の対象となる３つの分野（①子ども及び若者の支援に係る活動、②日常生活又は社会生活を営む上での困

難を有する者の支援に係る活動並びに、③地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面して

いる地域の支援に係る活動）で生じている新たな支援のニーズに対応するため、実施されるものです。 


